
今
は
昔
、
小

内
裏
に
札
を
た

篁
に
「
よ
め
」

ん
。
さ
れ
ど
、

「
た
ゞ
申
せ
」
と

ん
と
申
て
候
ぞ

「
こ
れ
は
、
を
の

（
一
）

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

あ
る
し
、
ス
ト
ー
リ

言
い
た
い
の
か
、
よ

野
篁
広
才
事
」
本
文

『
宇
治
拾

『
宇

野
篁
と
い
ふ
人
お
は
し
け
り
。
嵯
峨
の

て
た
り
け
る
に
、「
無
悪
善
」
と
書
き

と
仰
せ
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、「
よ
み
は

恐
に
て
候
へ
ば
、
え
申
さ
ぶ
ら
は
じ
」

た
び

仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、「
さ
が

。
さ
れ
ば
君
を
の
ろ
ひ
参
ら
せ
て
な
り

れ
は
な
ち
て
は
、
誰
か
書
ん
」
と
仰

は
じ
め
に

は
読
み
方
の
難
し
い
説
話
集
で
あ
る

ー
や
内
容
も
他
愛
の
な
い
も
の
が
多
い

く
分
か
ら
な
い
説
話
が
あ
る
。
例
え
ば

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
事
」
考

治
拾
遺
物
語
』「
小
野
篁

御
門
の
御
時
に
、

た
り
け
り
。
御
門
、

よ
み
さ
ぶ
ら
ひ
な

と
奏
し
け
れ
ば
、

な
く
て
、
よ
か
ら

」
と
申
け
れ
ば
、

せ
ら
れ
け
れ
ば
、

第
一
文
に
「

「
嵯
峨
帝
の
御

と
み
ら
れ
る

読
む
よ
う
に

天
皇
は
篁
以

る
か
と
尋
ね

名
の
ね
も
じ

。
文
体
も
平
易
で

。
と
こ
ろ
が
何
が

、
第
四
九
話
「
小

「
さ
れ
ば

「
さ
て
、

「
な
に
に

を
十
二

ね
こ
、

せ
給
て

広
才
事
」
考

小
野
篁
と
い
ふ
人
お
は
し
け
り
」
と
中

時
」
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
内
裏
に
札

。
そ
こ
に
は
「
無
悪
善
」
と
記
さ
れ
て

促
し
、
篁
が
遠
慮
が
ち
に
、
天
皇
を
呪

外
に
は
書
く
者
は
な
い
と
疑
う
。
そ
れ

ら
れ
た
篁
は
、
何
で
も
読
め
る
と
し
て

を
十
二
」
と
い
う
謎
を
見
事
に
読
み

こ
そ
、
申
さ
ぶ
ら
は
じ
と
は
申
て
候

な
に
も
書
き
た
ら
ん
物
は
、
よ
み
て

て
も
よ
み
さ
ぶ
ら
ひ
な
ん
」
と
申
け

書
か
せ
給
て
、「
よ
め
」
と
仰
せ
ら
れ

し
ゝ
の
子
の
子
し
ゝ
」
と
よ
み
た
り
け

、
事
な
く
て
や
み
に
け
り
。

廣

田

心
人
物
が
提
示
さ
れ
る
。

が
立
て
ら
れ
る
。「
落
書
」

い
た
。
帝
は
そ
れ
を
篁
に

う
も
の
と
読
み
解
く
と
、

で
、
天
皇
に
何
で
も
読
め

、
天
皇
の
出
し
た
「
片
仮

解
い
た
。
そ
れ
で
、
篁
は

つ
れ
」
と
申
に
、
御
門
、

ん
や
」
と
仰
ら
れ
け
れ
ば
、

れ
ば
、
片
仮
名
の
ね
も
じ

け
れ
ば
、「
ね
こ
の
子
の
こ

れ
ば
、
御
門
、
ほ
ゝ
え
ま

八
〇

收



『
宇
治
拾

人
事
類
、『
毘
沙
門
堂

庫
本
古
今
集
注
』、『

る
。
ま
た
『
新
編
日

を
「
同
文
話
」
と
し

（
人
事
類
）
を
「
類
話

（
二
）

本
話
と
並
行
す
る

学
大
系
』「
説
話
目
録

談
抄
』
三
、『
十
訓
抄

と
み
る
。『
新
日
本

「
同
話
（
１
）」
と
し

本
話
の
意
味
す
る

な
も
の
で
あ
り
、
さ

話
の
独
自
性
を
明
ら

あ
る
。
説
話
の
比
較

付
け
る
表
現
を
探
り

や
、
説
話
の
基
盤
の

意
味
を
解
明
す
る
こ

「
事
な
く
て
や
み
に
け遺

物
語
』「
小
野
篁
広
才
事
」
考

本
古
今
集
註
』、『
弘
安
一
〇
年
古
今

き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
』
上
、
を
「

本
古
典
文
学
全
集
』「
関
係
説
話
表
」

、『
江
談
抄
』
三
、『
十
訓
抄
』
七
・

・
関
連
話
等
」
と
み
る
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
四
九
話
の

説
話
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

」
は
、『
小
世
継
』
を
「
同
文
的
な

』
七
・
六
、『
東
斎
随
筆
』
人
事
類
を

古
典
文
学
大
系
』「
類
話
一
覧
」
は
、

、『
江
談
抄
』
三
、『
十
訓
抄
』
七
・

と
こ
ろ
は
何
か
。
周
知
の
よ
う
に
こ
の

ま
ざ
ま
な
説
話
集
に
採
ら
れ
て
い
る
。

か
に
す
る
に
は
、
ま
ず
説
話
を
比
較
す

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
異
同
を
手
が
か
り

当
て
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
成
書
化
さ

も
つ
文
脈
の
違
い
を
参
看
す
る
こ
と
に

と
が
で
き
る
に
違
い
な
い
。

り
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う

歌
注
』、『
内
閣
文

同
話
（
２
）」
と
み

は
『
世
継
物
語
』

六
、『
東
斎
随
筆
』

ま
ず
、
内

読
め
な
い
で

凡
投

研
究
史

か
。『
日
本
古
典
文

同
話
」
と
し
、『
江

「
同
話
・
類
話
」

『
世
継
物
語
』
を

六
、『
東
斎
随
筆
』

な
が
ら
、
そ

ら
も
高
い
知

合
っ
て
い
る

従
来
の
指

「
信
頼
し
合
っ

史
上
有
名
な

の
指
摘
は
、

説
話
は
大
変
有
名

そ
れ
ゆ
え
、
本
説

る
こ
と
が
有
効
で

に
、
本
話
を
特
徴

れ
た
時
代
の
違
い

よ
っ
て
、
説
話
の

文
学
全
集
』

に
は
、
さ
す

者
の
心
理
の

文
学
大
系
』

皇
と
の
交
流

が
出
し
た
別

っ
て
い
る
」

。

そ
れ
で
は

（
三
）
落
書
と
し
て
の
「
無
悪
善

裏
に
立
て
ら
れ
た
札
に
書
か
れ
た
「
無

い
た
こ
と
が
分
か
る
。『
律
』「
闘
訟
律

匿
名
書
。
告

人
罪

者
。
徒
二
年
。

の
抜
群
の
如
才
に
自
分
が
一
目
を
置
い

識
人
で
あ
っ
た
天
皇
と
の
忌
憚
の
な
い

者
同
士
の
情
愛
が
底
流
し
て
い
る
、
後

摘
は
次
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。
す
な

て
い
る
者
同
士
の
情
愛
」
に
注
目
す

謎
」
を
「
一
つ
に
し
ぼ
っ
て
い
る
」
と

本
話
の
特
質
に
触
れ
て
い
る
。

は
「
篁
の
博
識
の
礼
賛
で
あ
り
、
そ
の

が
の
嵯
峨
帝
の
怒
り
も
と
け
て
苦
笑
が

動
き
が
生
き
生
き
と
写
さ
れ
て
い
る
」

は
「
個
性
的
な
知
識
人
貴
族
の
篁
と
、

を
語
る
話
。
言
語
遊
戯
の
歴
史
上
有
名

の
い
く
つ
か
の
謎
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る

と
み
る
。『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

本
話
は
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
の

八
一 」悪

善
」
と
は
何
か
。
帝
は

」
は
い
う
。

〔
謂
。
絶
匿

姓
名
。
及

て
い
た
若
者
と
、
み
ず
か

や
り
と
り
に
は
、
信
頼
し

味
の
よ
い
一
件
」
と
み
る
。

わ
ち
「
心
理
の
動
き
」
や

る
点
と
、「
言
語
遊
戯
の
歴

す
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら

と
っ
さ
の
機
知
頓
才
ぶ
り

浮
か
ぶ
。
短
編
だ
が
、
両

と
み
る
。『
新
日
本
古
典

こ
れ
を
愛
し
た
知
識
人
天

な
謎
で
、
他
書
に
は
天
皇

が
本
話
で
は
一
つ
に
し
ぼ

』
は
、「
圭
角
の
あ
る
人
物

か
。
例
え
ば
『
日
本
古
典



『
律
』「
名
例
律
」

逆
」「
不
道
」「
不
敬

謂
。
謀
危

シ
ロ
〕
君
之
心

と
注
し
て
い
る
。
落

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

お
い
て
、
帝
が
「
無

と
し
て
、
匿
名
書
を

三
八

一
二
一
〇
年

捉
え
る
こ
と
が
、
中

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

に
「
無
悪
善
」
と
書

島
津
忠
夫
氏
は
「
落

文
書
」
で
あ
っ
た
と

『
宇
治
拾

仮
人
姓
名
。

焚
之
。〔
略
〕

等
。
被
告
者
不

『
法
曹
至
要
抄
』
は
、

案
之
。
匿

見
付
之
輩
。

は
「
八
虐
」
と
し
て
「
謀
反
」「
謀
大

」「
不
孝
」「
不
義
」
を
挙
げ
る
。
特
に

国
家
。〔
謂
。
臣
下
将
図
逆
節
。
而

。
不
敢
指
斤
尊
号
。

故
託
〔
ツ
ケ
テ

書
は
命
を
賭
け
た
行
動
で
あ
っ
た
が
ゆ

た
。
そ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、『
宇
治
拾

悪
善
」
に
帝
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
意

「
落
書
」
と
注
す
る
。『
法
曹
至
要
抄

）
の
著
と
伝
え
る
。
す
な
わ
ち
、
匿
名

世
の
理
解
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

の
諸
注
釈
書
は
明
確
に
触
れ
て
こ
な

い
て
立
て
ら
れ
た
札
は
、
明
ら
か
に

書
と
い
う
の
は
、
本
来
は
時
事
を
諷
刺

い
う
。
な
ぜ
時
事
の
諷
刺
が
匿
名
の
形

遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
事
」
考

以
避
己
作
者
。
棄
置
懸
之
倶
是
。

若
将
送
官
司
者
。
杖
一
百
。
官
司
受

坐
。
輙
上
聞
者
。
徒
二
年
半
。

こ
の
条
に
つ
い
て
、

名
成
落
書
立
簡
札
之
者
。
可
処

早
可
焼
棄
之
矣
。

逆
」「
謀
叛
」「
悪

「
謀
反
」
に
、

有
無
〔
ナ
イ
カ

〕
云
国
家
。〕

え
に
、
匿
名
で
な

遺
物
語
』
本
話
に

味
を
読
み
と
り
、

は
落
書
に

「
無
悪
善
」
の

た
、
誰
の
し

に
も
意
味
は

ど
で
、
仁
寛

企
て
が
露
顕

』
は
明
基
（
一
一

書
を
「
落
書
」
と

か
っ
た
が
、
内
裏

「
落
書
」
で
あ
る
。

嘲
弄
し
た
匿
名
の

を
と
る
の
か
。

い
ず
れ
も
、

判
が
落
書
で

今
夜

諸
卿

是
去
四

欲
危

〕
得
書
者
。
皆
即

即
為
理
者
加
二

徒
二
年
也
。
且

謀
反
の
意
図

は
ず
で
あ
る

め
ら
れ
な
い

緩
し
て
い
る

か
ら
解
き
放

物
語
』
の
表

（『
百
練
抄
』
永
久
元
（
一
一
一

「
金
鎖
井
寒
近
」
と
記
さ
れ
て
い
た

よ
う
に
、
こ
の
ま
ま
で
は
何
を
意
味

わ
ざ
な
の
か
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。「

分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

は
、

阿
闍
梨
が
伊
豆
国
に
流
さ
れ
て
い
る
。

し
た
こ
と
に
よ
る
。

天
皇
や
摂
政
関
白
た
ち
に
よ
る
統
治
や

あ
っ
た
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
歴
史
書

。
仁
寿
殿
前
落
書
云
。
金

井
寒
近
。

（『
日
本
紀
略
』
天
徳
三
（
九

定
申
阿
闍
梨
仁
寛
罪
名
。
配
流
伊
豆

日
院
御
所
有

落
書
。
仁
寛
相

語
勝

国
家
。
事
依
露
顕
。
遣
検
非
違
使
盛

を
う
か
が
う
と
す
る
な
ら
ば
、
篁
は
た

。
し
か
る
に
本
話
に
は
帝
と
篁
の
間
に

。『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
い
て
、
帝

と
も
い
え
る
。
あ
る
い
は
『
宇
治
拾
遺

た
れ
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
る
か
も

現
を
注
釈
す
る
上
で
、
平
安
京
に
お
け三

）
年
一
一
月
二
二
日
条
）

と
い
う
。
こ
れ
も
本
話
の

す
る
か
不
明
で
あ
る
。
ま

時
人
為
奇
」
と
あ
る
。
誰

院
御
所
に
落
書
を
し
た
か

「
欲
危
国
家
」
と
い
う

政
治
に
対
す
る
匿
名
の
批

に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

時
人
為
奇
。

五
九
）
年
七
月
一
八
日
条
）

国
。
党
類
同
処
流
罪
。

覚
僧
都
大
童
子
千
手
丸
。

重
所
搦
取
也
。

八
二

ち
ま
ち
死
罪
に
問
わ
れ
る

そ
の
よ
う
な
緊
張
感
は
認

と
臣
下
の
対
立
関
係
は
弛

物
語
』
は
、
律
令
の
束
縛

し
れ
な
い
。『
宇
治
拾
遺

る
事
例
に
注
目
す
る
と
、



『
宇
治
拾

相
成
云
、
去

今
罷
□
〔
帰
カ

似
可
慎
、
唯

承
有
落
書
之

召
遣
伯
耆
守

尤
可
佳
者
、
即

宇
佐
宮
事
異
他

故
障
被
改
定

者
、
妻
重
服
事

家
楽
〔
業
カ
〕

愁
、
仍
放
逐
、

名
性
と
暗
号
性
に
よ

質
を
持
つ
の
は
法
制

ら
で
あ
る
。
例
え
ば

落
書
の
生
態
が
浮
か

無
量
寿
院
落

禅
閣
以

宰
相

こ
の
よ
う
に
、
落

遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
事
」
考

（
治
安
三
（
一
〇
二
三
）

夕
□
〔
即
カ
〕
罷
向
式
光
□
〔
許
カ

〕、
如
四
今
不

及

巨
害

歟
、」
其

瘡
気
頗
伏
者
、
招
定
基
僧
都
問
落

由
、
為
遣
油
小
路
令
尋
求
、
無

可
令
勤
仕
、
従
所
方
仰
遣
歟
、

報
答
云
、
承
発
遣
日
明
旦
可
仰
遣

如
何
、
又
被
命
云
、
仰
遣
伯
耆

他
人
可
無
便
、
仍
令
昇
殿
可

有
甘
心
気
者
、
為
伯
耆
守
落
書
禅

密
々
取
送
、
尽
以
無
実
、
ム
姓
奉
視

似
其
所
為
、

っ
て
行
な
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る

上
、
落
書
が
違
法
行
為
と
し
て
処
罰
の

藤
原
実
資
の
『
小
右
記
』
に
お
け
る
落

び
上
が
る
。

書
事
禅
室
被
信
受
云
々
。

（
治
安
二
（
一
〇
二
二
）

被

示
云
、
宇
佐
使
無
下

可

奏
〔
奉

書
の
特
徴
は
、
国
家
や
朝
廷
に
対
す
る年

一
一
月
三
日
条
）

〕
、
夜
加
治
、
只

後
忠
明
来
云
、
猶

書
事
、
答
云
、
即

□
〔
其
カ
〕
実
、

一
日

咀
之
由

生
間
、

去
五

然
而
下
官
慥
示
遣

、
但
妻
重
喪
者
也
、

往
還
程
遠
、
若
有

然
之
者
可
発
遣

室
、
左
衛
門
権
佐

云
者
度
々
致
百
姓

一
定
、

畢
、
亦

乎
、」
定

挿
書
仗

府
、
随

可
披
露

。
そ
の
よ
う
な
性

対
象
と
な
っ
た
か

書
の
事
例
か
ら
、

年
三
月
二
〇
日
条
）

カ
〕
仕

之
人
上、

相
共
向

宰
相

与
馬
者

云
、
伯

雖
有

畢
、経

国

諷
刺
や
批
判
を
匿

亦
常
有

左
府
有
落
書
云
々
。
民
部
大
輔
為
任

云
々
。
其
事
在
和
泉
国
之
珎
保
方

如
此
之
事
不
可
断
絶
、
坐
事
之
者

（
長
和
元
（
一
〇

日
落
書
関
白
第
云
々
、
有
天
下
事
・

有
可
□
〔
早
カ
〕
参
上
之
仰
、
仍
雖

云
、
廿
六
日
□

〔
行
カ
〕
除
目

者

基
僧
都
密
々
以

皇
基

取

送
伯
耆

立
禅
室
、
禅
閣
自
取
見
給
、
命
云
、

状
可
左
右
者
、
密
々
所
奉
也
者
、

之
由
有
禅
命
者
、
有
御
用
意
歟

堂
廻
見
、
感
嘆
最
甚
、

来
、
相
成
朝
臣
云
、
式
光
已
似

平
復

、
今
朝
問
遣
、
申
云
、
如
昨
者
、
臨

耆
落
書
事
今
日
禅
室
被
尋
問
、
有
下

不

所
憚
言
争
申
訖
、
可
致
用
意
者
、

朝
臣
云
、
播
磨
守
惟
憲
日
次
不
宜
夜

如
此
之
事
、
人
敢
不
見
容
、
依
為

八
三 以

陰
陽
師
五
人
令
呪

宿
祢
知
行
云
々
、
相
府
一

已
為
例
事
、
悲
嘆
而
已
、

二
八
）
年
六
月
一
七
日
条
）

道
俗
事
、
上
達
部
已
下
悪

日
次
不
宜
夜
半
馳
遣
使

、
金
口
説
出
自
凡
口
、
嗟

落
書
、
其
消
息
云
、
件
文

可
焼
失
、
若
可
送
右

已
是
前
日
同
書
也
、
不

、（
同
年
一
一
月
一
七
日
条
）

（
同
年
一
一
月
五
日
条
）

、
言
語
進
退
如

例
、
志

夜
左
衛
門
権
佐
家
業
来

見
我
送
下
官
之
気
色
上、

答
下

不
可
外
漏

之
由
上

（
同
年
一
一
月
八
日
条
）

半
可
任
都
督
事
已
被

例
事
、
不
可
驚
者
、



実
資
が
定
基
僧
都
を

は
落
書
が
あ
っ
た
こ

拠
は
な
い
、
こ
ん
な

い
伯
耆
守
資
頼
に
関

道
長
が
尋
問
し
咎
め

い
て
の
落
書
を
実
資

の
も
と
に
立
文
に
さ

い
う
。、

道
長
は
宇
佐

さ
せ
よ
う
と
し
た
が

す
る
と
資
頼
に
つ
い

事
異
動
に
敏
感
に
反

密
告
な
ど
が
記
さ
れ

け
で
な
く
、
個
人
的

『
宇
治
拾

事
皆
注
載
云
々

落
書
事
／
治

関
白
第
落
書
事

、
無
量
寿
院
に

召
し
て
資
頼
に
つ
い
て
の
落
書
の
こ
と

と
を
認
め
、
人
を
遣
わ
し
て
調
べ
さ
せ

こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
と
い
う
。

す
る
落
書
を
、
家
業
が
実
資
に
送
っ
た

た
と
い
う
。

、
定
基
は
道
長
の
命
に

の
も
と
へ
に
送
っ
て
来
た
。
消
息
に
よ

れ
て
お
り
、
道
長
自
ら
こ
れ
を
取
っ
て

使
に
奉
仕
す
べ
き
人
が
な
い
の
で
、
伯

、
実
資
の
意
向
に
よ
っ
て
他
の
者
を
当

て
の
落
書
が
道
長
の
も
と
に
あ
っ
た
と

応
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
非

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
落
書
は
国
家

な
人
事
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
て
い
る
こ
と

遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
事
」
考

、
往
古
来
今
未
有
如
此
之
落
書
云

（
同

安
二
年
三
月
廿
日
、
落
書
事
、
／
長
元

、
／
同
五
年
二
月
廿
七
日
、
落
書
関
白

落
書
が
あ
っ
た
こ
と
を
禅
室
（
道
長
）

を
問
う
と
、
定
基

た
が
、
確
た
る
証

、
ま
だ
見
て
い
な

こ
と
に
つ
い
て
、

よ
っ
て
資
頼
に
つ

る
と
落
書
は
道
長

見
、
焼
却
さ
せ
た
。

な
い
よ
う
に

な
大
事
と
な

以
上
『
小

で
き
る
。

落
書
が
匿

「
無
悪
善
」
の

意
味
な
の
か

耆
守
資
頼
を
勤
仕

て
よ
う
と
し
た
。

い
う
。
落
書
は
人

難
や
誹
謗
中
傷
、

や
朝
廷
の
次
元
だ

が
分
か
る
。

、

上
達
部
已
下

な
か
っ
た
と

落
書
は
、

る
落
書
の
事

多
様
化
し
て

道
長
・
頼
通

に

の
よ
う

々
、

年
八
月
一
八
日
条
）

元
年
八
月
十
八
日
、

家
事
、

（「
小
記
目
録
」）

が
伝
え
聞
い
た
と

定
基
は
実
資

だ
と
い
う
。

、
左
大

て
道
長
を
呪

い
る
事
例
で

、
落
書

秘
匿
さ
れ
る
。
と
き
に

の
よ
う
に
、

る
。

右
記
』
の
落
書
は
、
匿
名
の
密
告
書
の

名
に
よ
る
国
家
や
朝
廷
に
対
す
る
政
治

ど
こ
が
諷
刺
な
の
か
。
何
よ
り
も
「

が
分
か
ら
な
い
。
諸
注
は
次
の
よ
う
に

悪
事
皆
注
載
」
し
て
い
た
と
い
う
。
か

い
う
。
内
容
は
分
か
る
が
、
表
現
ま
で

中
国
文
学
の
伝
統
に
由
来
す
る
も
の
で

例
を
集
め
る
と
、
注
意
さ
れ
る
こ
と
は

い
る
こ
と
で
あ
る
。『
小
右
記
』
の
事

を
め
ぐ
っ
て
落
書
が
生
み
出
さ
れ
て
い

に
、
都
の
話
題
と
な
り
、
と
き
に

の

に
内
々
の
こ
と
と
し
て
送
付
し
た
と
い

臣
道
長
の
も
と
に
落
書
が
あ
っ
た
。
藤

咀
し
て
い
る
と
い
う
。
落
書
が
政
治
家

あ
る
。

が
頼
通
第
の
も
と
に
あ
っ
た
。
落
書
に

都
全
体
を
揺
る
が
す
よ
う

義
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認

諷
刺
で
あ
る
と
す
る
と
、

無
悪
善
」
は
ど
の
よ
う
な

い
う
。

つ
て
こ
の
よ
う
な
落
書
は

は
分
か
ら
な
い
。

あ
ろ
う
が
、
日
本
に
お
け

、
落
書
が
一
一
紀
以
降
に

例
は
、
権
力
の
中
枢
た
る

る
こ
と
が
分
か
る
。
と
き

よ
う
に
、
世
人
に
知
ら
れ

八
四

う
。
そ
れ
も
道
長
の
意
向

原
為
任
が
陰
陽
師
を
使
っ

そ
の
人
に
も
向
け
ら
れ
て

は
「
有
天
下
事
・
道
俗
事
、



『
宇
治
拾

と
い
う
。
た
だ

八
つ
の
な
ぞ
を

随
筆
』
で
は
、

暮
漏
寝
」
を
あ

ら
な
ん
侘
つ
つ

悪
」
に
「
サ
ガ

ト
｜
悪
性
の
人

ナ
マ
シ
」、
十
訓

け
ん
」
と
よ
ん

小
野
篁
の
学

『
江
談
抄
』
三
、

「
無
悪
善
」
を
読

た
の
で
あ
る
。

な
く
て
よ
し
」

和
訓
栞
「
さ

（
サ
ガ
ナ
シ
）
無

清
明
正
直
、
祥

さ
れ
ば
善
悪
に

悪
（
サ
ガ
）

遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
事
」
考

し
、『
江
談
抄
』
で
は
、
天
皇
が
篁
に

示
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
『
十

そ
れ
ら
の
な
ぞ
の
中
で
、「
一
伏
三
仰

げ
て
、「
月
よ
に
は
こ
ぬ
人
ま
た
る
か

も
ね
ん
」
と
読
ま
せ
て
い
る
。
そ
れ

ナ
シ
」
と
付
訓
し
て
い
る
。
日
葡
「
サ

、
心
の
悪
い
人
」。
な
お
江
談
抄
「
サ

抄
「
さ
が
な
く
て
よ
し
」、
世
継
物
語

だ
と
あ
る
。

（『
日
本

才
と
む
す
び
つ
け
て
、
文
字
の
な
ぞ
を

『
十
訓
抄
』
七
、『
東
斎
随
筆
』
な
ど

み
と
い
て
、
天
皇
か
ら
お
と
が
め
を

江
談
抄
「
サ
ガ
ナ
ク
バ
ヨ
カ
リ
ナ
マ
シ

世
継
物
語
「
さ
が
な
く
ば
よ
け
ん
」
と

（『
宇
治
拾

が
祥
日
本
紀
、
善
同
、
性
同
、
日
本

善
也
、
紀
中
祥
善
性
、
皆
訓
佐
我

善
性
之
徳
也
（
中
略
）
佐
加
は
も
の
ゝ

つ
け
て
い
ふ
也
（
下
略
）」
と
あ
り
、

無
く
て
善
か
ら
む
。
サ
ガ
に
嵯
峨
が
通

む
か
っ
て
、
別
に

訓
抄
』
や
『
東
斎

不
来
待
書
暗
降
雨

き
く
ら
し
雨
も
ふ

に
つ
い
て
は
、「
わ

「
嵯
峨
無

『
江
談

が
な
く

善
悪
双

ガ
、
サ
ガ
ナ
イ
ヒ

ガ
ナ
ク
バ
ヨ
カ
リ

「
さ
が
な
く
ば
よ

古
典
文
学
大
系
』）

取
り
あ
げ
て
い
る
。

で
も
、
小
野
篁
が
、

う
け
よ
う
と
し
た

紀
）
な

こ
こ
は

じ
て
、

こ
の

ま
し
」

ば
よ
け

さ
し
、

」
十
訓
抄
「
さ
が

あ
る
。

遺
物
語
全
註
解
』）

紀
通
証
云
、
不
祥

与
直
音
通
、
蓋

兆
を
い
ふ
詞
也
、

易
節
用
に
も
「
無

月
よ
と

う
に
、

を
十
二

じ
し
」

「
さ
が

善
も
あ

が
」（
日

じ
る
の
で
遠
慮
し

ら
は
べ

し
」
に
通
じ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。（

抄
』
は
「
さ
が
な
く
は
よ
か
り
な
ま

て
よ
し
」
と
訓
じ
て
い
る
。「
さ
が
」

方
に
言
う
が
、
こ
こ
は
「
悪
」
を
「
さ

ど
の
用
例
が
あ
り
、「
さ
が
」
は
善
、

「
悪
」
を
「
さ
が
」
と
読
み
、「
無
悪

そ
れ
と
「
嵯
峨
無
し
」
と
を
か
け
た
。

訓
じ
方
、
説
話
に
よ
っ
て
相
違
す
る
。

（『
江
談
抄
』）、「
さ
が
な
く
て
よ
し
」

ん
」（『
世
継
物
語
』）
な
ど
。「
さ
が
」

善
悪
双
方
に
い
う
。
こ
こ
で
は
「
悪
無

云
ふ
也
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

『
世
継
物
語
』
や
『
き
の
ふ
は
け
ふ
の

ま
た
は
六
つ
書
い
て
、「
ね
こ
の
こ
の

と
読
ま
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

」
は
、
生
ま
れ
つ
き
、
性
、
前
兆
、

り
、
悪
も
あ
り
、
前
兆
に
も
吉
も
凶
も

本
書
紀
・
垂
仁
紀
）、「
吉
祥

よ
き

の
う
つ
む
き
さ
い
と
い
ふ
物
に
、
一
つ

八
五

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』）

し
」、『
十
訓
抄
』
は
「
さ

は
人
間
の
性
分
・
性
質
で
、

が
（
嵯
峨
）
と
無
理
に
読

悪
い
ず
れ
に
も
通
じ
る
。

」
を
「
さ
が
な
し
」
と
訓

（『
日
本
古
典
文
学
全
集
』）

「
さ
が
な
く
は
よ
か
り
な

（『
十
訓
抄
』）、「
さ
が
な
く

は
生
ま
れ
つ
き
の
性
分
を

（
さ
が
な
）
し
」
と
読
み
、

対
し
て
、
本
書
と
同
じ
よ

物
語
』
で
も
、「
子
」
の
字

こ
ね
こ
、
し
し
の
こ
の
こ

（『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』）

き
ざ
し
の
意
。
人
間
性
に

あ
る
。「
夢
祥

ゆ
め
さ

さ
が
」（
日
本
書
紀
・
仁
徳

ふ
し
て
三
あ
ふ
ぬ
け
る
を



あ
る
と
い
う
こ
と
は

で
あ
る
。嵯

峨
天
皇
御

悪
〔
サ
ガ
ナ
ク

天
。
篁
所
為
也

事
也
。
才
学
之

然
者
此
文
可
読

用
い
て
、
見
事
に
読

で
は
な
く
、
ひ
と
つ

（
四
）

本
説
話
の
同
一
説

「
嵯
峨
天
皇
御
時
落
書

九
話
の
出
典
と
い
え

『
宇
治
拾

ま
せ
た
も
の
。

す
な
わ
ち
諸
注
釈
が

本
来
の
音
や
通
行
の

と
訓
む
の
は
、
解
釈

る
の
は
、
訓
読
に
許

ま
た
、
篁
が
「
子

許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
群
書
類
従
本
の

時
。
無
悪
善
ト
云
落
書
。
世
間
爾
多
々

ハ
〕
善
〔
ヨ
カ
リ
ナ
マ
シ
〕
ト
読
云

ト
被
仰
天
蒙
罪
ト
ス
ル
之
処
。
篁
申

道
。
然
者
自
今
以
後
可
絶
申
云
々
。

ト
被
仰
令
書
給
。

ん
だ
と
い
う
こ
と
も
、
一
義
的
な
正
解

の
組
み
合
わ
せ
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
『
江
談
抄

話
の
う
ち
、
最
も
早
い
文
献
が
『
江
談

多
々
事
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
『
宇
治

る
か
ど
う
か
は
措
く
と
し
て
、
淵
源
に

遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
事
」
考（『

新
編
日
本

示
す
よ
う
に
「
悪
」
を
「
さ
が
」
と
読

訓
で
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
「
無
悪
」

と
し
て
の
訓
読
に
属
す
る
。
説
話
に
よ

容
さ
れ
る
幅
の
問
題
で
あ
る
。

」
の
字
を
「
こ
」「
ね
」「
し
」
と
い
う

本
文
は
次
の
よ
う

也
。
篁
読
云
。
无

々
。
天
皇
聞
之
給

云
。
更
不
可
作

天
皇
尤
以
道
理
也
。

こ
と
で
あ
る

シ
）
と
い
う

の
作
っ
た
虚

成
さ
れ
た
説

リ
ナ
マ
シ
〕」

水
言

こ
れ
に

な
ど
と
い
う
も
の

こ
と
に
な
る
。

』
と
の
比
較

抄
』
第
一
三
八
条

拾
遺
物
語
』
第
四

位
置
す
る
説
話
で

云
々
。〕

粟
〔

或
令

又
左

川
口
久
雄
氏

在
世
中
に
こ

れ
た
の
は
、

古
典
文
学
全
集
』）

む
こ
と
は
、
漢
字

を
「
さ
が
な
し
」

っ
て
訓
み
が
異
な

三
通
り
の
読
み
を

十
廿

二
冂

唐
ノ

木
頭

一
伏

ト
マ
タ

か
ら
、
天
皇
の
在
位
中
に
「
無
悪
善

落
書
の
書
か
れ
る
は
ず
が
な
い
。
と
す

構
の
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
み
る

話
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、「
無
悪
〔

に
つ
い
て
、
川
口
氏
は
次
の
よ
う
に

鈔
は
「
無
悪
」
を
「
悪
」
に
作
り
、
サ

つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
の
古
訓
に

栗
イ
〕
天
八
一
沼
〔
泥
イ
〕。〔
加
（
如

為
市
ニ
ハ
有
砂
々
々
。

縄
足
出
。〔
志
女
砥
与
布
。〕

は
本
条
に
つ
い
て
「
嵯
峨
天
皇
と
い
う

の
呼
び
名
は
な
い
。
諡
号
の
拠
り
所
に

す
で
に
上
皇
と
な
っ
て
年
久
し
い
承
和

卅
五
十
海
岸
香
〔
有
怨
落
書
也
。〕

口
月
ハ
三
中
ト
ホ
ス
。〔
市
中
用
小
斗

ケ
サ
ウ
文
谷
傍
有
欠
。〔
欲
日
本
返
事

切
月
中
破
。〔
不
用
。〕

三
仰
不
来
待
書
暗
降
雨
暮
漏
寝
。〔
傍

ル
カ
キ
ク
モ
リ
ア
メ
モ
フ
ラ
ナ
ン
コ
ヒ（

サ
ガ
ナ
ク
ハ
ヨ
カ
リ
ナ
マ

る
と
、
こ
の
説
話
は
後
人

。
す
な
わ
ち
本
条
は
、
構

サ
ガ
ナ
ク
ハ
〕
善
〔
ヨ
カ

い
う
。

ガ
ナ
シ
と
よ
ん
で
い
る
。

そ
の
例
が
あ
る
。
す
な
わ

イ
）
坂
都
（
郡
イ
）〕

呼
び
名
は
諡
号
で
あ
っ
て
、

な
っ
た
嵯
峨
に
移
り
住
ま

元
年
〔
八
三
四
〕
八
月
の

八
六

。〕。〕
訓
｜
ツ
キ
ヨ
ニ
ハ
コ
ヌ
ヒ

ツ
ゝ
モ
ネ
ン
〕〔
如
此
読



『
宇
治
拾

「
十
廿
卅
五
十
海

が
落
書
で
あ
る
こ
と

雄
氏
は
試
解
と
し
て

多
く
の
怨
み

「
十
廿
卅
五
十
」

と
訓
む
「
古
訓
」
と

の
よ
う
な
「
古
訓
」

も
つ
嵯
峨
天
皇
を
配

て
い
る
と
い
え
る
。

『
江
談
抄
』
で
は
、

の
八
件
が
列
挙
さ

の
注
釈
書
に
よ
っ
て

サ
ガ
サ
ガ
ナ
ク

る
。「
サ
ガ
ナ
シ

る
で
あ
る
、
手

で
、「
悪
」
を
サ

わ
れ
る
。（
略
）

あ
る
い
は
嫌
悪

奈
良
時
代
の
文
献
『

ち
同
書
、
神
代

遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
事
」
考

岸
香
」
は
注
に
「
有
怨
落
書
也
」
と

は
知
ら
れ
る
が
、
訓
み
も
意
味
も
分
か

、が
津
々
浦
々
に
満
ち
て
い
る
と
い
う

は
数
の
多
い
こ
と
を
表
わ
し
、「
海
岸

は
、
平
安
時
代
に
お
け
る
訓
詁
で
あ
る

を
基
に
、
訓
詁
学
者
と
し
て
篁
と
、
サ

置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
条
は
説
話

天
皇
が
篁
に
訓
む
よ
う
に
求
め
た
謎

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
っ
た
い
何
な

も
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
例

テ
〕
常
好
哭
恙
〔
ナ
キ
フ
ツ
ク
ム
コ

」
は
、
た
ち
が
わ
る
い
、
ひ
ね
く
れ

に
お
え
な
い
、
口
や
か
ま
し
い
、
い
た

ガ
ナ
シ
と
よ
む
の
は
意
味
の
上
か
ら

結
局
「
無
悪
善
」
は
、
嵯
峨
天
皇
を

・
呪
咀
し
た
落
書
と
い
う
ふ
う
に
と
れ

日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
悪
」
の
字

上
、
一
書
曰
に
「
次
生
素
戔
嗚
尊
。

あ
る
か
ら
、
こ
れ

ら
な
い
。
川
口
久

意
で
あ
ろ
う
か
。

」
は
そ
の
湾
曲
し

の
な
せ
る
わ

し
て
自
分
の

道
」
が
絶
え

か
の
謎
を
読

「
才
学
之
道

と
見
ら
れ
る
。
そ

ガ
と
同
音
の
名
を

と
し
て
形
成
さ
れ

と
し
て
、

か
ら

の
か
。『
江
談
抄
』

え
ば
、
そ
の
中
で

字
表
記
の
問

必
ず
し
も
均

っ
て
い
た
と

わ
ば
群
書
類

そ
も
そ
も

善
」
と
い
う

落
書
を
篁
は

ト
ヲ
〕
」
と
み
え

て
い
る
、
い
じ
わ

ず
ら
だ
な
ど
の
意

よ
ん
だ
も
の
と
思

快
く
思
わ
な
い
、

る
。

を
、「
サ
ガ
ナ
シ
」

「
香
」
は

よ
う
に

と
い
う
。

一
方
、

と
あ
る
か
ら

わ
け
で
、
こ

も
の
と
い
え

此
神
性
悪
〔
カ
ム

た
こ
と

ざ
で
あ
る
と
み
て
、
罪
を
加
え
よ
う
と

所
為
で
は
な
い
、
さ
ら
に
自
分
が
捕

る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
天
皇
は
然
り

ま
せ
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
。

」
と
い
う
表
現
は
『
宇
治
拾
遺
物
語

題
も
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

一
で
は
な
い
。
こ
の
八
件
は
『
江
談
抄

い
う
よ
り
も
、
後
に
漸
時
付
加
さ
れ
た

従
本
の
類
聚
本
と
し
て
の
性
格
を
示
し

『
江
談
抄
』
は
、「
嵯
峨
天
皇
御
時
」

「
落
書
」
が
あ
っ
た
、
し
か
も
落
書
の

「
サ
ガ
ナ
ク
ハ
ヨ
カ
リ
ナ
マ
シ
」
と
訓

海
べ
に
行
く
と
磯
の
香
り
が
あ
た
り

、
津
々
浦
々
に
満
ち
て
い
る
と
い
う
意

「
二
冂
口
月
ハ
三
中
ト
ホ
ス
」
は
、
注

、
い
ず
れ
も
文
字
に
縦
の
線
を
も
っ
て

れ
な
ど
は
訓
詁
の
学
の
問
題
で
は
な
く

る
。
と
こ
ろ
が
、

の
例
の
よ
う
に
、

を
、
浦
曲
（
う
ら
み
）
と
い
う
と
こ
ろ

八
七

す
る
。
篁
は
申
し
開
き
を

ら
え
ら
れ
れ
ば
「
才
学
之

と
考
え
、
改
め
て
い
く
つ

』
や
『
世
継
物
語
』
に
は

れ
ら
八
件
は
質
に
お
い
て

』
の
初
期
形
態
か
ら
備
わ

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い

て
い
る
。

の
こ
と
と
し
て
、「
無
悪

多
か
っ
た
こ
と
を
い
う
。

じ
た
。
天
皇
は
落
書
が
篁

一
面
に
た
だ
よ
っ
て
い
る

で
あ
ろ
う
か
。

に
「
市
中
用
二
小
斗
一
」

貫
く
と
意
味
が
顕
わ
れ
る

、
頓
智
や
謎
な
ぞ
に
近
い

和
歌
「
一
伏
三
仰
」
の
漢

か
ら
怨
み
の
意
を
表
わ
し
、



「
暮
三
伏
一
向
夜
」
を

な
わ
ち
、
漢
詩
漢
文

の
難
訓
を
勘
ず
る
こ

こ
の
群
書
類
従
本

訓
も
し
く
は
謎
な
ぞ

中
で
、
神
田
本
の
他

態
本
」
と
捉
え
て
い

ね
も
じ
（
子
文
字
）

り
、『
き
の
ふ
は
け
ふ

て
い
る
。
こ
れ
で
は

て
も
、
広
才
を
た
た

は
「
一
伏
三
仰
」
の

そ
れ
ら
を
こ
こ
に
一

書
暗
降
雨
暮
漏
寝
」

『
宇
治
拾

見
え
な
い
、『
江
談
抄

は
大
江
匡
房
が
儒
学

っ
た
と
さ
れ
て
い
る

之
道
」
継
承
の
主
張

あ
る
。
そ
の
核
心
は

で
は
『
一
伏
三
仰
』

ユ
フ
ヅ
ク
ヨ
と
訓
ん
で
い
る
こ
と
を

の
訓
詁
こ
そ
大
江
家
の
才
学
の
中
心
で

と
も
そ
の
学
に
連
な
る
も
の
で
あ
っ
た

に
み
え
る
「
十
廿
卅
五
十
海
岸
香
」
以

で
あ
る
。
す
で
に
益
田
勝
実
氏
は
『
江

に
、
醍
醐
寺
本
『
水
言
鈔
』
系
統
の
前

る
。
群
書
類
従
本
は
類
聚
本
で
あ
り
、

を
十
二
書
か
せ
て
、
給
て
、『
よ
め
』

の
物
語
』
で
も
／
子
の
字
を
六
つ
書

、
な
ぞ
解
き
に
す
ぎ
ず
、
篁
の
機
知
を

え
る
説
話
に
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
。

和
歌
以
外
の
難
読
文
は
「
説
話
を
分
類

括
し
た
」
と
み
る
。
川
口
氏
は
「
一
伏

の
和
歌
に
つ
い
て
『
万
葉
集
』
一
八

遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
事
」
考

』
独
自
の
表
現
で
あ
る
。
周
知
の
よ

の
家
の
口
伝
・
教
命
を
口
述
筆
記
さ
せ

。
歴
代
天
皇
の
侍
読
で
あ
っ
た
大
江
家

こ
そ
、
本
条
を
相
伝
の
説
話
と
し
て
伝

、
訓
詁
の
秘
義
に
あ
る
。
川
口
久
雄
氏

の
和
歌
の
こ
と
は
な
く
、
そ
の
代
わ
り

指
摘
さ
れ
る
。
す

あ
り
、
万
葉
仮
名

。下
の
八
件
は
、
難

談
抄
』
の
伝
本
の

田
本
本
文
を
「
古

後
人
に
よ
っ
て
改

ろ
、「
才
学
」

が
継
承
さ
れ

学
の
重
ん
じ

こ
の
よ
う

之
道
」
に
対

（
略
）
と
な
っ
て
お

て
、（
略
）
と
な
っ

示
す
話
と
は
な
っ

そ
し
て
、
川
口
氏

・
再
編
し
た
と
き
、

三
仰
三
仰
不
来
待

七
四
歌
の
第
三
句

一
伏
三

｜
コ
ヌ

如
此
読

こ
こ
に
は
和

す
な
わ
ち

難
訓
で
あ
っ

き
る
「
才
学

う
に
、『
江
談
抄
』

た
も
の
が
元
と
な

に
と
っ
て
「
才
学

え
記
し
た
理
由
で

は
「『
宇
治
拾
遺
』

に
／
か
た
仮
名
の

め
て
編
纂
し

条
は
次
の
よ

嵯
峨

善
マ
シ

ル
之
処

可
絶
止

に
よ
っ
て
天
皇
か
ら
讃
賞
さ
れ
る
。

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
嵯
峨
天
皇
の
代
は

ら
れ
る
聖
代
こ
そ
、
匡
房
の
家
の
願
い

（
五
）
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
主

に
『
江
談
抄
』
と
比
較
す
る
と
、『
宇

す
る
危
機
意
識
は
関
心
の
外
と
見
え
る

仰
〔
傍
訓
｜
ツ
キ
ヨ
ニ
ハ
〕
不
来
待

キ
ミ
マ
タ
ル
カ
キ
ク
モ
リ
ア
メ
モ
フ
ラ

云
々
。

歌
「
一
伏
三
仰
」
だ
け
が
記
さ
れ
て
い

、『
江
談
抄
』
の
「
無
悪
善
」
は
和
歌

た
と
み
ら
れ
る
。『
江
談
抄
』
は
、
難

之
道
」
の
重
要
性
を
伝
え
て
い
る
。
篁

直
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
醍
醐

う
に
あ
る
。

天
皇
御
時
。
無
悪
善
止
落
書
世
間
多
々

止
読
云
々
。
天
皇
聞
之
給
。
篁
所
為

。
篁
申
云
。
更
不

可

候
事
也
。
才

被
仰
天
令
書
給
。

篁
に
よ
っ
て
「
才
学
之
道
」

聖
代
と
な
る
。
ま
さ
に
儒

で
あ
っ
た
。

張治
拾
遺
物
語
』
は
「
才
学

。
そ
の
と
き
『
宇
治
拾
遺

書
暗
降
雨
暮
漏
寝
〔
傍
訓

ナ
ン
コ
ヒ
ツ
ゝ
モ
ネ
ン
〕。

る
。

「
三
伏
一
仰
」
と
同
様
に
、

訓
を
読
み
解
く
こ
と
の
で

は
処
罰
さ
れ
る
べ
き
と
こ

八
八

寺
本
『
水
言
鈔
』
に
、
本

也
。
篁
読
云
。
無
具
ハ
悪

也
ト
被
仰
テ
蒙
罪
ト
ス

学
之
道
。
然
者
自
今
以
後



『
宇
治
拾

右
に
見
る
よ
う
に
、

会
話
を
通
し
て
、
本

３
に
至
る
前
半
は
、

「
無
悪
善
」
を
天
皇

「
さ
れ
ば
こ
そ

４

御
門
、「
さ
て

れ
け
れ
ば
、

「
な
に
に
て
も

５
「
よ
め
」
と
仰

「
ね
こ
の
子
の

１

御
門
、
篁
に

「
よ
み
は
よ
み

ぶ
ら
は
じ
」
と

２
「
た
ゞ
申
せ
」

「
さ
が
な
く
て

せ
て
な
り
」
と

３
「
こ
れ
は
、
を

物
語
』
は
、
篁
の
立

遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
事
」
考

本
話
は
帝
と
篁
と
の
会
話
か
ら
構
成
さ

話
に
は
、
二
度
の
転
換
が
組
み
込
ま
れ

天
皇
の
仰
せ
と
篁
の
奏
上
と
が
交
互
に

か
ら
「
よ
め
」
と
言
わ
れ
る
が
篁
は
拒

、
申
さ
ぶ
ら
は
じ
と
は
申
て
候
つ
れ

、
な
に
も
書
き
た
ら
ん
物
は
、
よ
み

よ
み
さ
ぶ
ら
ひ
な
ん
」
と
申
け
れ
ば

せ
ら
れ
け
れ
ば
、

こ
ね
こ
、
し
ゝ
の
子
の
子
し
ゝ
」
と

「
よ
め
」
と
仰
せ
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、

さ
ぶ
ら
ひ
な
ん
。
さ
れ
ど
、
恐
に
て

奏
し
け
れ
ば

と
た
び

仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、

、
よ
か
ら
ん
と
申
て
候
ぞ
。
さ
れ
ば

申
け
れ
ば
、

の
れ
は
な
ち
て
は
、
誰
か
書
ん
」
と

場
に
立
っ
て
物
語
を
叙
述
し
て
い
る
点

（
篁
）

れ
て
い
る
。
こ
の

て
い
る
。
１
か
ら

繰
り
返
さ
れ
る
。

否
す
る
。「
た
び

問
題
は
叙

天
皇
の
要
請

へ
ば
、
え
申

な
る
要
請
に

い
か
と
疑
う

（
天
皇
）

」
と
申
に
、
（
篁
）

て
ん
や
」
と
仰
ら

（
天
皇
）

、

（
篁
）

（
天
皇
）

よ
み
た
り
け
れ
ば
、

抄
』
と
『
宇

に
よ
っ
て
生

こ
ろ
に
認
め

一
方
、
二

る
難
訓
で
あ

本
的
な
頓
智

と
が
で
き
る

（
天
皇
）

候
へ
ば
、
え
申
さ

（
篁
）

（
天
皇
）

君
を
の
ろ
ひ
参
ら

（
篁
）

仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、

否
で
き
な
く

な
く
な
っ
た

危
機
に
瀕
す

４
と
５
か

れ
た
難
題
を

こ
と
を
証
明

難
題
に
よ
っ

に
特
徴
が
あ
る
。

」
と
あ

述
の
視
点
で
あ
る
。「
無
悪
善
」
の
意

に
、
篁
は
「
よ
み
は
よ
み
さ
ぶ
ら
ひ
な

さ
ぶ
ら
は
じ
」
と
難
渋
し
て
い
る
。
痺

答
え
た
篁
に
、
案
の
定
天
皇
が
不
快
を

や
、
篁
は
「
さ
れ
ば
こ
そ
、
申
さ
ぶ
ら

治
拾
遺
物
語
』
と
の
共
有
す
る
話
型
は

ま
れ
た
危
機
を
、
難
題
を
読
み
解
く
こ

ら
れ
る
。

つ
の
難
題
を
比
較
す
る
と
、「
無
悪
善

る
が
、
子
の
字
は
仮
名
文
字
の
読
み
方

と
も
い
う
べ
き
謎
な
ぞ
で
あ
る
。
つ
ま

と
こ
ろ
に
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
世

な
る
。
物
語
は
繰
り
返
し
の
果
て
に
篁

と
す
る
。「
無
悪
善
」
の
意
味
を
口
に

る
。

ら
成
る
後
半
は
、
天
皇
の
勅
勘
に
触
れ

見
事
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
落
書
は

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
放
免
さ
れ
る
。
篁

て
晴
ら
す
機
会
が
与
え
ら
れ
た
と
読
む

る
よ
う
に
、
重
ね
て
天
皇
か
ら
「
よ
め

八
九

味
を
教
え
る
よ
う
求
め
た

ん
。
さ
れ
ど
、
恐
に
て
候

れ
を
切
ら
し
た
天
皇
の
重

示
し
、
犯
人
は
篁
で
は
な

は
じ
と
は
申
て
候
つ
れ
」

、
難
題
を
読
み
解
く
こ
と

と
に
よ
っ
て
克
服
す
る
と

」
は
訓
詁
の
学
に
か
か
わ

を
利
用
し
た
、
極
め
て
日

り
、
両
者
を
並
び
置
く
こ

俗
性
が
あ
る
。

が
沈
黙
を
破
ら
ざ
る
を
え

出
す
こ
と
に
よ
っ
て
篁
は

た
篁
が
、
天
皇
か
ら
出
さ

ひ
と
り
篁
の
所
為
で
な
い

の
無
実
を
「
ね
も
じ
」
の

こ
と
が
で
き
る
。『
江
談

」
と
言
わ
れ
て
、
篁
は
拒



け
れ
ば
。
よ
み

申
候
は
じ
と
申

な
く
は
よ
け
ん

ん
と
て
。
咎
に

其
時
に
御
門
。

ば
。
よ
み
候
ひ

き
て
よ
め
と
仰

雄
氏
は
『
世
継
物
語

の
系
譜
を
、「
原
世
継

物
語
」
か
ら
「
原
宇

道
筋
と
を
示
し
て
い

の
説
話
と
し
て
比
較

今
は
昔
。
嵯

無
善
悪
〔
悪
善

『
宇
治
拾

と
呟
い
て
い
る
。
断

会
話
を
中
心
に
構
成

あ
る
。

（
六
）

す
で
に
第
四
九
話

に
は
よ
み
候
ら
ひ
な
む
。
さ
れ
ど
恐
り

け
れ
ど
。
唯
申
せ
と
た
び

仰
せ
ら

と
よ
み
た
る
に
。
是
は
を
の
れ
は
な
ち

お
こ
な
は
る
べ
き
に
成
り
に
け
り
。
篁

何
も
書
き
た
ら
ん
物
は
よ
み
て
ん
や
と

な
ん
と
申
け
れ
ば
。
か
た
か
ん
な
の
ね

せ
ら
れ
け
れ
ば
。
ね
こ
の
こ
の
こ
ね
こ

』
を
「
鎌
倉
期
の
成
立
」
と
み
る
。
そ

物
語
」
か
ら
『
世
継
物
語
』
に
至
る

治
大
納
言
物
語
」
を
経
て
『
宇
治
大
納

る
。
伝
写
の
系
統
は
措
く
と
し
て
、
両

で
き
る
。『
世
継
物
語
』
本
文
は
次
の

峨
の
御
門
の
御
時
に
。
内
裏
に
札
を
立

歟
〕
と
書
き
た
り
け
る
を
。
御
門
篁
に

遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
事
」
考

罪
と
赦
免
の
説
話
が
、
篁
の
心
の
動
き

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、『
宇
治
拾
遺

同
時
代
の
同
一
説
話
『
世
継
物

と
『
世
継
物
語
』
は
同
一
説
話
と
さ
れ

候
ふ
う
へ
は
。
え

れ
け
れ
ば
。
嵯
峨

て
は
。
誰
か
書
か

さ
れ
ば
こ
そ
と
申
。

。
仰
せ
ら
れ
け
れ

文
字
を
。
十
二
書

。
し
ゝ
の
こ
の
こ

こ
と
が

３
『
世
継

と
い
う

と
い
う

れ
る
こ

標
目
が

４
『
世
継

し
て
、
書
写
伝
来

道
筋
と
、「
原
世
継

言
物
語
』
に
至
る

者
は
同
じ
鎌
倉
期

と
お
り
で
あ
る
。

て
た
り
け
る
に
。

よ
め
と
仰
せ
ら
れ

１
『
世
継

と
こ
ろ

人
お
は

は
篁
と

２
『
世
継

は
る
べ

物
語
』

を
う
か
が
わ
せ
る

物
語
』
の
特
質
が

語
』

て
い
る
。
小
林
忠

し
ゝ
と

と
に
も

流
さ
れ

と
あ
る
。『
宇

お
い
て
対
照

知
ら
れ
る
。

物
語
』
は
天
皇
が
提
示
し
た
謎
を
篁

。『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
「
な
に
に
て

。
ど
ん
な
問
題
で
も
解
く
こ
と
が
で
き

と
に
よ
っ
て
、
篁
の
広
才
が
よ
り
強
く

「
小
野
篁
広
才
」
と
す
る
と
お
り
で
あ

物
語
』
は
前
半
が
一
文
、
後
半
が
一

物
語
』
は
冒
頭
、
天
皇
の
御
時
に
お

か
ら
始
ま
る
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は

し
け
り
」
と
、
中
心
人
物
の
紹
介
を
最

い
う
人
物
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

物
語
』
は
、
無
悪
善
を
読
み
解
い
た

き
に
成
に
け
り
」
と
断
罪
、
処
罰
し
よ

は
具
体
的
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

。
よ
み
て
ま
い
ら
せ
た
り
け
れ
ば
。
御

あ
た
ら
て
や
み
に
け
り
と
ぞ
。
又
何
事

て
。
ま
か
り
け
る
に
。

わ
た
の
原
八
十
嶋
か
け
て
漕
出
ぬ
と
人

治
拾
遺
物
語
』
と
同
話
と
さ
れ
る
『

さ
せ
、
主
な
異
同
に
つ
い
て
列
挙
し
てが

「
よ
み
さ
ふ
ら
ひ
な
ん
」

も
よ
み
さ
ぶ
ら
ひ
な
ん
」

る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ

証
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

る
。

文
、
後
日
譚
が
一
文
と
い

け
る
出
来
事
が
示
さ
れ
る

冒
頭
に
「
小
野
篁
と
い
ふ

初
に
置
く
。
話
題
の
中
心

篁
を
天
皇
は
「
咎
に
行
な

う
と
す
る
。『
宇
治
拾
遺

不
快
感
を
表
明
し
て
い
る

九
〇

門
ほ
う
ゑ
ま
せ
給
て
。
こ

に
て
や
ら
ん
。
隠
岐
国
へ

に
は
告
げ
よ
あ
ま
の
釣
舟

世
継
物
語
』
と
を
表
現
に

み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。



『
宇
治
拾

悪
善
〔
さ
か
な

ゝ
は
。
篁
よ
り

申
し
た
る
は
。

る
時
。
篁
申
し

事
。
迷
惑
の
由

江
戸
初
期
の
成
立

四
九
話
の
同
一
説
話

本
文
は
次
の
よ
う
で

む
か
し
嵯
峨

な
さ
れ
。
あ
る

に
こ
れ
を
明
か

治
拾
遺
物
語
』

そ
の
後
の
す
べ

５
『
世
継
物
語
』

流
罪
に
な
っ
て

な
い
。
危
機
が

（
七
）

う
ふ
う
に
、
文

遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
事
」
考

く
は
よ
か
ら
ん
〕
と
読
み
た
。
其
時

は
る
か
に
物
知
り
さ
へ
え
読
ま
ぬ
も
の

さ
だ
め
て
其
篁
が
立
て
つ
ら
ん
と
。
既

け
る
は
。
物
を
知
り
候
へ
ば
。
結
句
罪

申
し
上
げ
れ
ば
。
物
を
知
り
た
ら
ば
。

｜『
昨
日
は
今
日
の
物
語
』｜

と
い
わ
れ
る
仮
名
草
子
『
昨
日
は
今
日

で
あ
る
。
こ
れ
は
も
は
や
笑
話
と
呼
ん

あ
る
。

の
天
皇
の
時
。
無
悪
善
と
い
ふ
落
書
を

ほ
ど
の
物
知
り
を
寄
せ
て
。
御
読
ま
せ

す
者
な
し
。
爰
に
小
野
の
篁
と
申
者

は
、
中
心
人
物
の
紹
介
が
一
文
、
落
書

て
が
一
文
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

は
二
度
危
機
が
回
避
さ
れ
た
の
に
、

し
ま
う
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
篁
の

回
避
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
結
末
と
す

漢
才
か
ら
謎
な
ぞ
へ

の
単
位
で
説
話
の
構
成
を

御
門
逆
鱗
な
さ
る

を
。
此
の
物
読
み

に
流
罪
に
及
び
け

過
に
行
な
は
る
ゝ

さ
ら
ば
何
に
て
も

小
野
篁
の

分
け
る
こ
と

の
物
語
』
も
、
第

で
も
よ
い
。
そ
の

立
て
た
。
御
不
審

候
へ
ど
も
。
さ
ら

ま
か
り
出
て
。
無

ん
だ
こ
と
を

る
。
罪
に
問

ち
に
読
め
な

た
難
題
は
、

な
い
。
難
題

い
る
。

の
存
在
が
一
文
、

結
局
は
隠
岐
国
に

最
期
に
は
興
味
が

る
。

仰
付
ら

く
読
み

さ
れ
た

し
〕

本
話
は
細
部

無
悪
善
は
明

な
か
の
ひ
と

示
し
て
い
る
。『
宇

む
つ
か

伝
説
を
、
天
皇
が
篁
に
出
す
難
題
の
内

が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

漢
字
の
難
訓

子
の
字
の
謎

不
審
と
し
て
、
落
書
が
篁
の
し
わ
ざ
と

わ
れ
よ
う
と
し
た
と
き
、
篁
が
抗
議
す

い
も
の
を
こ
し
ら
え
て
篁
に
読
ま
せ
よ

も
は
や
才
学
の
道
の
危
機
を
云
々
す
る

は
、
落
書
か
ら
頓
智
や
謎
な
ぞ
と
で
も

（
八
）
小
野
篁
説
話
の
系
譜

れ
け
れ
ば
。
子
の
字
を
六
つ
書
き
て
御

け
る
ほ
ど
に
。
さ
て
は
物
知
り
と
仰
ら

。〔
子
子
子
子
子
子
／
ね
こ
の
こ
の
こ

に
お
い
て
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
は

確
に
落
書
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て

り
に
す
ぎ
な
い
。
天
皇
は
、
物
知
り
の

し
く
読
ま
れ
ぬ
事
を
た
く
み
て
。
読
ま

九
一

容
か
ら
、

の
二
群
に

見
て
流
罪
に
し
よ
う
と
す

る
と
、
天
皇
は
物
知
り
た

と
い
う
。
子
の
字
を
重
ね

よ
う
な
深
刻
な
も
の
で
は

い
う
べ
き
も
の
に
堕
し
て

よ
ま
せ
候
へ
ば
。
篁
難
な

れ
て
。
流
罪
を
御
許
し
な

ね
こ
／
し
し
の
こ
の
こ
し

微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。

、
篁
は
物
知
り
の
群
れ
の

読
め
な
い
文
字
を
篁
が
読

せ
候
へ
と
物
知
り
ど
も
に



『
古
今
集
注
』

『
世
継
物
語
』

『
十
訓
抄
』

『
東
斎
随
筆
』

『
昨
日
は
今
日

こ
こ
に
、
秘
義
を

へ
と
変
容
・
馴
化
し

読
者
と
基
本
と
す
る

な
ぞ
を
も
っ
て
置
き

小
野
篁
の
伝
説
を

に
、
篁
に
天
皇
の
出

る
。
各
文
献
の
成
立

『
江
談
抄
』
大

『
宇
治
拾
遺
物

『
宇
治
拾

の
二
群
で
あ
る
。

こ
の
伝
説
の
源
泉

侍
読
の
家
に
伝
え
ら

れ
は
、
言
談
の
方
法

の
で
あ
る
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

顕
昭

鎌
倉
初
期

鎌
倉
期

鎌
倉
期

一
二

一
条
兼
良

室
町
期

の
物
語
』

江
戸
初
期

慶
長

伝
授
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
言
談
が

て
行
く
さ
ま
が
見
て
と
れ
る
。
す
な
わ

。
そ
れ
ゆ
え
に
、
難
訓
を
難
題
と
す
る

換
え
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

伝
え
る
代
表
的
な
文
献
を
、
年
代
順
に

す
難
題
か
ら

の
判
別
を
加
え
る
と

年
代
は
お
よ
そ
の
目
安
を
示
す
も
の
で

江
匡
房

院
政
期

語
』

鎌
倉
初
期

遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
事
」
考

に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
『
江
談
抄
』

れ
て
き
た
、
漢
詩
漢
文
の
「
才
学
」
を

に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
る
、
訓
詁
の
学
の

は
、
そ
の
よ
う
な
基
盤
と
は
異
な
り

五
二
年

頃、
開
放
的
な
笑
話

ち
、
篁
の
説
話
は
、

か
か
わ
り
の

同
薨
伝
に

篁
の
乗
る
舶

遣
唐
副
使
に

の
勅
勘
に
触

紀
』
に
、是

日

こ
と
を
避
け
、
謎

配
列
す
る
と
と
も

、
次
の
よ
う
で
あ

あ
る
。

皇
実
録
』
に

篁
。

篁
随
父

聞
之
。

慚
悔
。

と
あ
る
。
篁

を
き
っ
か
け

は
、
歴
代
の
天
皇

基
本
と
す
る
。
そ

奥
義
を
伝
え
る
も

、
編
者
と
幼
少
の

古
代
に
お
け

て
い
る
。

見
て
き
た

次
の
よ
う
な

端
緒
が
あ
る
。

は
、
遣
唐
使
四
舶
の
う
ち
大
使
が
「
第

と
交
換
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
、
篁

任
ぜ
ら
れ
な
が
ら
、
乗
船
を
拒
否
し
た

れ
た
、
と
い
う
有
名
な
記
事
が
あ
る
。

。
勅
曰
。
小
野
篁
。
内
含
綸
旨
。
出

お
け
る
小
野
篁
の
薨
伝
に
、

参
議
正
四
位
下
岑
守
長
子
也
。
岑
守
。

客
遊
。
便
於
拠
鞍
。
後
帰
京
師
。

歎
曰
。
既
為
其
人
之
子
。
何
還
為

仍
始
志
学
。

は
、
嵯
峨
天
皇
が
篁
の
「
不
事
学
業

に
「
始
志
学
」
し
た
と
あ
る
。
こ
こ

る
秘
義
的
な
言
談
か
ら
、
開
放
的
な
咄

（
九
）
小
野
篁
説
話
の
基
盤

よ
う
な
小
野
篁
説
話
に
お
け
る
、
嵯
峨

基
盤
に
基
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す

一
舶
」
に
駕
し
な
が
ら
、

は
後
に
乗
船
を
拒
否
す
る
。

こ
と
で
篁
は
、
嵯
峨
天
皇

そ
の
経
緯
は
『
続
日
本
後

使
外
境
。
空
称
病
故
。

弘
仁
之
初
為
陸
奥
守
。

不
事
学
業
。
嵯
峨
天
皇

弓
馬
之
士
乎
。
篁
由
是

」
こ
と
を
歎
い
た
こ
と

に
、
嵯
峨
天
皇
と
篁
と
の

九
二

へ
と
、
緩
や
か
に
変
容
し

天
皇
と
篁
と
の
組
合
せ
は
、

な
わ
ち
、『
日
本
文
徳
天



『
宇
治
拾

の
は
、
漢
字
の
難
訓

謎
な
ぞ
ま
で
解
け
る

う
だ
け
で
は
足
り
な

本
説
話
は
、
わ
ず

一
文
は
主
人
公
の
提

史
的
な
装
い
を
も
っ

義
を
伝
え
る
の
に
、

と
が
で
き
る
。（

一
〇

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

す
る
讃
美
が
あ
る
。

流
上

。
仍
配
流

と
あ
る
。
そ
の
よ
う

あ
る
と
い
え
る
。

『
江
談
抄
』
に
始
ま

間
に
起
こ
っ
た
歴
史

要
は
な
い
。
む
し
ろ

型
と
し
て
記
憶
さ
れ

不
遂
国
命
。

遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
事
」
考

を
読
み
解
く
と
と
も
に
、
仮
名
文
字
の

と
い
う
こ
と
を
含
ん
だ
評
価
で
あ
る
。

い
。

か
三
つ
の
文

だ
け
で
成
り

示
、
第
二
文
は
落
書
と
い
う
難
題
の
提

た
伝
承
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
た
と
い

両
者
の
対
偶
関
係
が
設
定
と
し
て
利
用

）
ま
と
め
に
か
え
て

第
四
九
話
に
は
、
標
題
の
い
う
よ
う

い
う
ま
で
も
な
く
才
は
漢
字
の
才
で
あ

隠
岐
国。

な
嵯
峨
天
皇
と
篁
と
の
確
執
、
葛
藤
が

る
小
野
篁
説
話
が
、
そ
の
よ
う
な
嵯

的
事
件
を
、
史
実
と
し
て
踏
ま
え
て
い

こ
の
二
人
の
組
み
合
わ
せ
が
、
対
立
的

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
天
皇
と
臣
節

准
拠
律
条
。
可
処
絞
刑
。
宣
下

降

性
質
を
利
用
し
た

し
か
し
そ
れ
を
い

立
っ
て
い
る
。
第

示
。
そ
の
後
の

注

三
木
紀

書
店
、
一

渡
辺
綱

店
、
一
九

に
同

え
る
。
難
訓
の
秘

さ
れ
た
と
み
る
こ

に
篁
の
広
才
に
対

る
。
広
才
と
い
う

い
と
躊
躇
す

の
悩
み
が
あ

い
。
篁
の
無

こ
と
に
よ
っ

で
説
話
は
完

め
な
か
っ
た

、
伝
説
の
基
盤
に

峨
天
皇
と
篁
と
の

る
と
ま
で
い
う
必

な
人
間
関
係
の
典

と
の
対
偶
が
、
歴

む
よ
う
に
強

し
わ
ざ
だ
と

つ
れ
」
と
愚

よ
う
な
笑
い

え
て
理
解
し

を
心
情
的
に

意
味
す
る
と

死
一
等
。
処
中

之
遠

末
は
、
第
三

人
・
浅
見
和
彦
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大

九
九
〇
年
、
一
〇
二

三
頁
。

也
・
西
尾
光
一
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系

六
〇
年
、
四
〇
頁
。

じ
、
五
二
三
頁
。

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
こ
に
は
臣
と
し

る
。
篁
の
危
機
は
篁
み
ず
か
ら
が
無
実

実
は
、
改
め
て
帝
か
ら
出
さ
れ
た
謎
を

て
明
ら
か
に
な
り
、
わ
れ
わ
れ
も
笑
い

結
す
る
。
篁
の
説
話
を
単
に
謎
解
き
の

と
こ
ろ
に
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
特

い
る
。
口
重
く
篁
が
落
書
を
読
み
解
い

断
罪
し
た
。
篁
は
「
さ
れ
ば
こ
そ
、
申

痴
を
つ
ぶ
や
く
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
こ

は
幼
少
の
者
に
は
及
ば
な
い
。
ひ
と
し

う
る
性
質
の
笑
い
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

擁
護
し
て
い
る
。『
江
談
抄
』
と
異
な

こ
ろ
を
承
知
し
て
い
な
が
ら
、
天
皇
に

文
に
よ
っ
て
一
気
に
説
明
さ
れ
て
い
る

九
三 系

宇
治
拾
遺
物
語
』
岩
波

宇
治
拾
遺
物
語
』
岩
波
書

て
の
節
度
、
凡
俗
な
る
者

を
証
明
す
る
よ
り
他
に
な

み
ご
と
に
解
き
お
お
せ
る

を
も
っ
て
安
堵
す
る
こ
と

面
白
さ
や
頓
智
話
に
と
ど

質
が
あ
る
。

た
と
こ
ろ
、
天
皇
は
篁
の

さ
ぶ
ら
は
じ
と
は
申
て
候

こ
で
笑
わ
さ
れ
る
。
こ
の

き
り
人
生
の
経
験
を
踏
ま

の
叙
述
そ
の
も
の
が
、
篁

る
一
点
は
、
篁
が
落
書
の

畏
れ
な
が
ら
奏
上
で
き
な

。
天
皇
が
篁
に
落
書
を
読



、
二
二
五
頁
、

三
』
一
九
六
四
年

『
小
右
記

一
〇
』

日
本
に
お
い
て

で
あ
る
。呵

我
終
為

（
九
〇
〇
年
頃

桜
嶋
忠
信

（
藤
原
明
衡
編
、

『
群
書
類
従

第

九
三
頁
。

『
群
書
解
題

第

島
津
忠
夫
『
中

島
津
氏
の
御
論
に

に
同
じ
、
二

『
国
史
大
系

日

『
国
史
大
系

百

『
大
日
本
古

『
宇
治
拾

小
林
保
治
・
増

語
』
小
学
館
、
一

小
林
智
昭
校
注

七
三
年
、
一
六
五

に
同
じ
、
一

に
同
じ
、
一

黒
板
勝
美
編
『

お
〔

〕
は
割
注

、
二
二
六
頁
、

、
二
二
七
頁
、

二
三

、
三
九
頁
、

『
小
右
記

八
』
一
九
七

「
小
記
目
録
」
一
九
八
二
年
、
一
七
頁
。

政
治
批
判
や
諷
刺
が
漢
詩
に
托
さ
れ
た
事
例

実
落
書
、
今
年
人
謗
非
真
説
、

）（「
詩
情
怨
」『
日
本
古
典
文
学
大
系

菅

落
書
〔
依
此
落
書
拝
任
大
隅
守
云
々
。

一
〇
三
七

四
五
年
頃
）（『
日
本
古
典
文

六
輯

法
曹
至
要
抄
』
続
群
書
類
従
完
成

六
巻
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
〇

世
文
学
史
論
』
和
泉
書
院
、
一
九
七
九
年
、

導
か
れ
る
と
こ
ろ
多
大
で
あ
る
。
記
し
て
謝

頁
。本

紀
略

下
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五

練
抄
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
、
五

記
録

小
右
記

六
』
岩
波
書
店
、
一
九
六

遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
事
」
考

古
和
子
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学

九
九
六
年
、
五
四
〇
頁
。

・
訳
『
日
本
古
典
文
学
全
集

宇
治
拾
遺
物

頁
。

〇
三
頁
。

三
八
頁
。

国
史
大
系

律
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
三

を
示
す
。
以
下
、
他
の
文
献
に
お
い
て
も
同

一
頁
、

『
小
右
記

六
年
、
八
二
頁
、

は
次
の
よ
う
な
も
の

家
文
章
』
岩
波
書
店
）

〕学
大
系

本
朝
文
粋
』

同
書
、

に

に
つ

が
加
え
ら

同
書
、

益
田
勝

六
七
年
三

植
松
茂

年
、
一
一

小
林
忠

会
、
一
九
八
三
年
、

年
、
一
九
頁
。

一
一
三
頁
。
本
稿
は

意
を
表
す
る
。

年
、
七
六
頁
。

〇
頁
。

三
年
、
一
〇
〇
頁
、

に
同

に
同

に
同

『
群
書

七
八

九

川
口
久

同
書
、

同
書
、

同
書
、

全
集

宇
治
拾
遺
物

語
』
小
学
館
、
一
九

年
、
一
四
四
頁
。
な

様
。

岩
波
書
店

こ
れ
ら

書
の
事
例

る
落
書
に

中
島
悦

に
同

大
島
建

年
、
一
四

五
〇
七
頁
。
な
お
「
一
伏
三
仰
」
の
問
題
は

い
て
」『
国
語
国
文
』
一
九
五
八
年
五
月
、

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
幅
上
割
愛
し
た

五
〇
五

六
頁
。

実
「『
江
談
抄
』
の
古
態
（
二
）」『
日
本
文

月
。

他
校
注
『
古
本
系
江
談
抄
注
解
〔
補
訂
版

三
頁
。

雄
解
題
『
群
書
解
題

第
八
巻
』
続
群
書
類

じ
、
一
六
五
頁
。

じ
、
一
〇
二
頁
。

じ
、
一
三
八
頁
。

類
従

第
二
七
輯

江
談
抄
』
続
群
書
類
従

頁
。

雄
・
奈
良
正
一
校
注
『
江
談
證
注
』
勉
誠
社

五
〇
五
頁
。

五
〇
八
頁
。

五
〇
七
頁
。

）『
菅
家
文
章
』『
本
朝
文
粋
』
や
、
注

３

は
、
む
し
ろ
早
い
事
例
と
見
ら
れ
る
。
な
お

つ
い
て
は
、
島
津
氏
の
考
察
に
詳
し
い
注

次
『
宇
治
拾
遺
物
語
全
註
解
』
有
精
堂
、
一

じ
、
一
四
七
頁
。

彦
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成

宇
治
拾
遺

八

九
頁
。

、
井
手
至
「
諸
伏
〈
ま
に
ま

を
始
め
と
し
て
詳
細
な
検
討

。学
誌
要
』
第
一
七
号
、
一
九

〕』
武
蔵
野
書
院
、
一
九
七
八

従
完
成
会
、
一
九
七
六
年
、

完
成
会
、
一
九
七
八
年
、
五

、
一
九
八
四
年
、
五
〇
七
頁
。

九
四

の
『
日
本
紀
略
』
な
ど
の
落

『
太
平
記
』
に
記
さ
れ
て
い

１
、
一
一
五
頁
以
下
）。

九
七
〇
年
、
一
八
〇
頁
。

物
語
』
新
潮
社
、
一
九
七
六



『
宇
治
拾

論
考
が
あ
れ
ば
、

な
お
、
語
義
や

一
巻
・
第
五
巻
』

『
古
語
大
辞
典
』（

（
修
訂
第
二
版
、
大

第
一
三
巻
』（
第
二

黒
板
勝
美
編
『

四
三
頁
。

黒
板
勝
美
編
『

頁
。

〔
付
記
〕本

話
は
説
話
と

な
先
行
研
究
が
あ

た
。
従
来
の
代
表

同
書
、
三
五
五

『
続
群
書
類
従

年
、
一
六
三
頁
。

た
。『

続
群
書
類
従

一
九
八
五
年
、
一

本
文
紹
介
を
省

全
評
釈

中
巻
』

注
釈
』
新
典
社
、

筆
』
三
弥
井
書
店

三
五
四
頁
。

遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
事
」
考

非
礼
を
詫
び
た
い
。

用
例
の
検
索
に
つ
い
て
は
、
中
村
幸
彦
他
編

（
角
川
書
店
、
一
九
八
二
年
・
一
九
九
九
年

小
学
館
、
一
九
八
三
年
）、
諸
橋
轍
次
『
大

修
館
書
店
、
一
九
八
九
年
）、『
日
本
国
語

版
、
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
・
二
〇
〇
二

国
史
大
系

日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
吉
川
弘

国
史
大
系

続
日
本
後
紀
』
吉
川
弘
文
館
、

し
て
多
数
の
文
献
に
採
ら
れ
て
い
る
の
で
、

る
の
か
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
十
分
調
査
す
る

的
注
釈
書
の
範
囲
で
愚
考
を
述
べ
る
こ
と
に

頁
。第

三
二
輯
下

世
継
物
語
』
続
群
書
類
従

た
だ
し
、
私
に
清
濁
を
定
め
、
漢
字
を
宛
て

第
三
三
輯
下

昨
日
波
今
日
の
物
語
』
続

四
三
頁
。
た
だ
し
、
私
に
清
濁
を
定
め
、
漢

略
し
た
引
用
文
献
は
次
の
と
お
り
。

片
桐

講
談
社
、
一
九
八
九
年
、
八
八
〇
頁
。

河

一
九
九
四
年
、
四
四
三

四
頁
。

久
保
田

、
一
九
七
九
年
、
一
八
九

九
〇
頁
。

『
古
語
大
辞
典

第

）、
中
田
祝
夫
他
編

漢
和
辞
典

巻
九
』

大
辞
典

第
二
巻
・

年
）
な
ど
を
参
考
と

文
館
、
一
九
六
六
年
、

一
九
七
二
年
、
八
一

そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う

こ
と
が
で
き
な
か
っ

し
た
の
で
、
未
見
の

完
成
会
、
一
九
八
一

る
な
ど
表
記
を
整
え

群
書
類
従
完
成
会
、

字
を
宛
て
た
。

洋
一
『
古
今
和
歌
集

村
全
二
『
十
訓
抄
全

淳
他
校
注
『
東
斎
随

し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

九
五


